
「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居 

 

復 興 庁 

国土交通省 

 

 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居につい

て、以下の通り実施いたします。 

 

１．対象者 

 平成 23 年 3 月 11 日時点で、福島県浜通り及び中通り（避難指示区域※1 を

除く。以下「対象地域」という。）に居住していた世帯※2、※3、※4で、「居住実績証明

書」を有し、現在既に避難しているか、今後避難を予定されている世帯※5、※6、※7 

 （※1）帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域 

 （※2）ここで言う世帯とは、平成 23 年 3 月 11 日時点で生計を一つにしていた親族を 1 つの単位と

して考えますが、平成 23 年 3 月 11 日時点で世帯全員が対象地域で居住していた場合だけ

でなく、単身赴任、通学等で世帯の一部のみが対象地域に居住していた場合も含みます。 

 （※3）対象地域内の市町村に住民登録をしていた方だけでなく、通勤・通学等のために対象地域内

の市町村に一時的に居住していた方も含みます。 

 （※4）婚姻、出生及び養子縁組等により、平成 23 年 3 月 11 日以降、平成 23 年 3 月 11 日時点

で対象地域に居住していた方の配偶者や子等となった方も世帯の構成員とみなします。なお、

「子」とは、胎児を含み、未就学及び就学中の子どもを指します。 

（未就学の子どもとは、「小学校入学前の者」をいい、就学中の子どもとは、「学校の種別を問

わず、学生証や在学証明書等により就学している旨を客観的に証明可能な者」をいいます） 

 （※5）平成 23 年 3 月 11 日時点で世帯の一部のみが対象地域に居住していた場合には、その方

又は平成 23 年 3 月 11 日以降にその方の子となった方の少なくとも一方を含んだ上で、①現

在すでに避難しているか、②今後避難を予定している場合に限ります。 

 （※6）世帯全体で避難する場合だけでなく、妊婦だけが避難する場合や母子のみが避難する場合

など、世帯の一部のみが避難する場合も含みます。 

 （※7）避難とは、対象地域内から対象地域外に移動する場合のみならず、対象地域外から対象地

域内に避難先を変更する場合も含みますが、対象地域内で移動する場合を含むかどうかは

地方公共団体によって異なる場合がありますので、入居を希望される公営住宅を管理する

県・市町村にお尋ねください。 

 

 

 



２．対象となる公営住宅 

全国の公営住宅 

なお、公営住宅に入居するに当たっては、収入に応じた家賃が発生します。 

※ 都道府県や市区町村により、この措置の実施及び募集開始時期並びに公営住宅の入居要

件・同居要件等は異なることから、この措置は公営住宅への入居を保証するものではありませ

ん。 

※ 対象地域内での移動に伴い公営住宅に入居することについては、地方公共団体によって対応

が異なる場合がありますので、入居を希望される公営住宅を管理する県・市町村にお尋ねくだ

さい。 

 

３．実施期間 

 当分の間 

※ 都道府県や市区町村により、この措置の実施や募集開始時期等は異なりますので、入居を希

望する公営住宅を管理する都道府県や市区町村にお問い合わせください。 

※ ただし、「子ども・被災者支援法」に定める「支援対象地域」の見直しや、福島復興再生特別措

置法に定める「避難指示区域」の縮小・消滅、東京電力株式会社による原子力損害に対する

賠償その他の社会・経済情勢を踏まえ、必要に応じて見直します。 

 

４．「居住実績証明書」の交付申請 

 対象地域内の避難元市町村に「居住実績証明書」の交付を申請してくださ

い。 

・ 「避難元市町村」とは、平成 23 年 3 月 11 日時点で在住していた市町村をいいます。申

請は必ず「避難元市町村」にしてください。 

・ 申請書は、市町村窓口に直接、又は郵送で提出してください。ただし、必要書類の確認等

により即時交付出来ない場合もあることから、いずれの場合も、所定の切手を貼付した返

信用封筒を必ず提出・同封願います。 

・ 証明書の発行に際しては、市町村が定める所定の手数料が必要です。郵送で提出される

場合には、所定の金額分の「定額小為替」を郵便局又はゆうちょ銀行にてお求めの上同

封してください。 

・ 証明書の発行申請については、平成 26 年 10 月 1 日（水）から、避難元市町村において

受付を開始します。 

・ 各市町村の申請窓口や、申請に必要な書面の詳細については、復興庁及び国土交通省

のホームページでご確認ください。 

・ 都道府県や市区町村により、この措置の実施及び時期並びに公営住宅の入居・同居要

件等は異なることから、この措置は公営住宅への入居を保証するものではありません。 



５．公営住宅の入居についての問い合わせ・申込み 

証明書の交付を受けたあと、入居を希望する公営住宅を管理している都道

府県・市区町村に対し、その都道府県・市区町村が定める必要書類とあわせ

て入居の問い合わせ・申込みをしてください。 

・ 公営住宅の入居申込みは、空きが出次第、又は毎年度一定の期間を区切って 1 回～数

回程度行われることが通常です。また、公営住宅への入居要件・同居要件等は、都道府

県・市区町村により異なります。そのため、証明書を有しているからといって、募集を行って

いない時に随時公営住宅に入居出来るものではありませんし、公営住宅への入居を保証

するものでもありません。 

 

 

６．証明書の取扱い 

  この措置を実施する各都道府県・市区町村が定める入居申込要件を満たし

た上で、公営住宅に入居の申込みを行う方が証明書を有している場合には、原

則として一般の申込者よりも入居者選考において優先されます。※１ 

また、公営住宅に入居出来る方は、原則として①現に住宅に困窮しており、②

世帯収入が一定基準以下である方（①と②を両方満たす方）ですが、証明書を

持っていれば、原則としてこの措置を実施する都道府県・市区町村の公営住宅

の入居に際し、以下のように優先的に取り扱われることになります。※２、※３ 

① 対象地域内に持ち家を保有していたとしても、その家を保有していないも

のとみなします。 

② 例えば、父が対象地域内に残り、母子のみが避難している場合など、世

帯の一部の方のみが避難しており、避難されている方だけが公営住宅に

入居しようとする場合には、下記イ～ハに掲げる方の所得の合計額に1/2

を乗じた金額から公営住宅制度所定の控除を行った金額をもってその世

帯の収入額とみなします。※４、※５ 

イ 公営住宅に入居の申込みをされる方と、その方と同居される方 

ロ イに掲げる方の配偶者 

ハ イに掲げる方を税法上扶養している方（イに掲げる方を所得税や個

人住民税に関して扶養親族としている方） 

（※1）どのように優先されるかは都道府県・市区町村により異なりますので、入居を希望する

公営住宅を管理する都道府県・市区町村に確認してください。 

（※２）３．に記載の「子ども・被災者支援法」の支援対象地域の見直し等により、１．に記載の

対象者でなくなった場合には、仮に公営住宅に入居中であっても原則としてその時点

において証明書の効力を失います。 



（※３）都道府県・市区町村により入居要件・同居要件等が異なる場合がありますので、申込

み前に入居を希望する公営住宅を管理する都道府県・市区町村に確認してください。 

（※4）世帯全員で避難し、公営住宅に入居しようとする場合には、世帯全員の収入の合計

額から公営住宅制度所定の控除を行った金額をもってその世帯の収入額とします

（所得の合計額を 1/2 にする取扱いは適用しません）。 

（※5）ロとハに掲げる方については、実際に同居するかしないかに関わらず、所得を合算しま

す。 

 

７．問い合わせ先 

対象地域内の避難元市町村にご連絡ください（別紙参照）。 
 



問い合わせ窓口 電話番号 受付時間

福島市 危機管理室 024-525-3793 〒960-8601 福島市五老内町３番１号 平日　8:30～17:15

二本松市 市民部生活環境課市民生活係 0243-55-5102 〒964-8601 二本松市金色４０３番地１ 平日　8:30～17:15

伊達市 市民生活部市民課 024-575-0205 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋１８０番地 平日　8:30～17:15

本宮市 市民部防災対策課
0243-33-1111

（内線176）
〒969-1192 本宮市本宮字万世２１２番地 平日　8:30～17:15

桑折町 総務課危機管理係 024-582-2111 〒969-1692 伊達郡桑折町字東大隅１８番地 平日　8:30～17:00

国見町 住民生活課住民防災係 024-585-2116 〒969-1792 伊達郡国見町大字藤田字観月台１５番地（仮庁舎） 平日　8:30～17:15

川俣町 町民税務課町民係 024-566-2111 〒960-1492 伊達郡川俣町字五百田３０番地 平日　8:30～17:15

大玉村 住民生活課 0243-48-3131 〒969-1392 安達郡大玉村玉井字星内７０番地 平日　8:30～17:00

郡山市 総務部総務法務課 024-924-2031 〒963-8601 郡山市朝日一丁目２３番７号 平日　8:30～17:15

須賀川市 社会福祉課 0248-88-8111 〒962-0054 須賀川市牛袋町５番地 須賀川アリーナ内 平日　8:30～17:15

田村市 建設部都市計画課 0247-82-1114 〒963-4393 田村市船引町船引字馬場川原２０番地 平日　8:30～17:15

鏡石町 税務町民課町民グループ 0248-62-2112 〒969-0492 岩瀬郡鏡石町不時沼３４５番地 平日　8:30～17:15

天栄村 住民福祉課 0248-82-2114 〒962-0592 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑７８番地 平日　8:30～17:15

石川町 総務課総務係 0247-26-2111 〒963-7893 石川郡石川町字下泉１５３番地の２ 平日　8:30～17:15

玉川村 住民課 0247-57-4624 〒963-6392 石川郡玉川村大字小高字中畷９番地 平日　8:30～17:15

平田村 住民課生活環境係 0247-55-3112 〒963-8292 石川郡平田村大字永田字広町３４番地 平日　8:30～17:15

浅川町 建設水道課 0247-36-1184 〒963-6292 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１１２番地の１５ 平日　8:30～17:15

古殿町 総務課 0247-53-4611 〒963-8304 石川郡古殿町大字松川字新桑原３１番地 平日　8:30～17:15

三春町 総務課自治防災グループ 0247-62-1114 〒963-7796 田村郡三春町字大町１番地の２ 平日　8:30～17:15

小野町 町民生活課 0247-72-6933 〒963-3492 田村郡小野町大字小野新町字舘廻９２番地 平日　8:30～17:15

白河市 建築住宅課市営住宅係
0248-22-1111

（内線2262,2263）
〒961-8602 白河市八幡小路7番地１ 平日　8:30～17:15

「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居に係る居住実績証明書　問い合わせ窓口

市町村 住所
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【別紙】

西郷村 住民生活課 0248-25-1114 〒961-8501 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原４０番地 平日　8:30～17:15

泉崎村 住民福祉課住民・生活環境グループ 0248-53-2112 〒969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字新宿２番地 平日　8:30～17:15

中島村 住民生活課 0248-52-2112 〒961-0192 西白河郡中島村大字滑津字中島西１１番地の１ 平日　8:30～17:00

矢吹町 　町民生活課総合窓口係 0248-42-2114 〒969-0296 西白河郡矢吹町一本木１０１番地 平日　8:30～17:15

棚倉町 住民課消防環境係 0247-33-2116 〒963-6192 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野３３番地 平日　8:30～17:15

矢祭町 町民福祉課町民グループ 0247-46-4574 〒963-5192 東白川郡矢祭町大字東舘字舘本６６番地 平日　9:00～16:00

塙町 町民課生活安全係 0247-43-2114 〒963-5492 東白川郡塙町大字塙字大町三丁目２１番地 平日　8:30～17:15

鮫川村 総務課総務係 0247-49-3111 〒963-8401 東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿３９番地の５ 平日　8:30～17:00

相馬市 保健福祉部社会福祉課 0244-37-2204 〒976-8601 相馬市中村字大手先１３番地 平日　8:30～17:15

南相馬市 市民生活部市民課総合案内係 0244-24-5235 〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 平日　8:30～17:15

広野町 環境防災課 0240-27-2114 〒979-0402 双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５番地 平日　8：30～17：15

楢葉町 生活支援課 0246-46-2551 〒970-8044 いわき市中央台飯野３－３－１ 平日　8：30～17：15

川内村 住民課　住民係 0240-38-2113 〒979-1201 双葉郡川内村大字上川内字早渡11番地の24 平日　8:30～17:00

新地町 町民課町民係 0244-62-2111 〒979-2792 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田３０番地 平日　8:30～17:15

いわき市 生活再建市民総合案内窓口 0246-22-1245 〒970-8686 いわき市平字梅本２１番地 平日　8:30～17:15
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